
環境負荷低減行動事業所の対象要件について確認

取組結果報告書の作成、提出

行動計画書の作成、提出

１

２

３

５月31日まで

６月30日まで

１

環境負荷低減行動計画書に係る手続等の御案内

ページ番号
です

２ページを御覧ください。
諸元変更等により非該当と思われる場合は、市の担当者に連絡願います。

３ページを御覧ください。
作成方法について、さらに４〜７ページを御参照願います。
なお、５年前に提出いただいたデータを元に作成するため、市の担当者に御連絡いただければ幸いです。

８ページを御覧ください。
作成方法について、さらに９〜15ページを御参照願います。

条例、条例施行規則の抜粋や、環境負荷低減行動計画に関する指針については、下記ＨＰを参照願います。
https://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/76-16-7-0-0-0-0-0-0-0.html

https://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/76-16-7-0-0-0-0-0-0-0.html


環境配慮書の作成を要する指定事業所に該当

常時使用する従業員の数が50人以上である

○ Yes × No

建築物の床面積の合計が3,000m2以上※である
※百貨店若しくはマーケット（生鮮食料品を販売するものに限る）
にあっては店舗面積1,000m2以上

○ Yes × No

次のいずれかの指定施設のみを設置
・51(16) し尿処理施設
・61(1) ボイラー
61(2) 冷暖房施設

× No ○ Yes

温暖化物質配慮特定事業所である
（次のいずれかに該当する指定事業所）
・燃焼能力が重油換算200 L/h以上の指定施設を設置
・焼却能力が625 kg/h以上の51(15) 廃棄物焼却炉を設置

○ Yes × No

同非該当

常時使用する従業員とは、常用労働者から
短時間労働者（いわゆるパートタイム労働者）
を除いた労働者

★環境負荷低減行動計画書の提出が必要な事業所
次のいずれかの条件（申請・届出書の値）を満たす

■年間使用熱量が8.4×1010 kJ以上
■焼却能力5,000 kg/h以上の51(15)廃棄物焼却炉を設置
■平均的な排水の量が1,000 m3/日以上
※ただし、環境行動事業所は手続が免除されます

２

●貴事業所
（諸元変更等により非該当と思われる場合は、

市の担当者に連絡願います）

１ 環境負荷低減行動事業所の対象要件について

環境配慮書の対象要件については条例施行規則第25条第１項、
環境負荷低減行動計画書提出の対象要件については同第65条第１項
http://www.reiki.city.kawasaki.jp/kawasaki/d1w_reiki/H412902100128/H412902100128.html

http://www.reiki.city.kawasaki.jp/kawasaki/d1w_reiki/H412902100128/H412902100128.html


ファイルの準備 作成

５年前のデータ等を送付いたしますので
市の担当者にメールで御連絡ください。
30suisin@city.kawasaki.jp

事前送付 提出

第26号様式 ○ 「計画書様式（報告用）.doc」 ４ページ ○ ○ ○

付表１

付表２

付表３

付表４
１取組状況 ○ 「報告用評価シート.xlsx」あるいは

「計画書様式（報告用）.doc」 ５,６ページ 「報告用評価シート」
.xlsxの添付※ ○ 「報告用評価シート」

.xlsxの添付※

２行動目標 ○ 「計画書様式（報告用）.doc」 ７ページ ○ ○ ○

その他 ○ 「報告用評価シート.xlsx」※ ６ページ ○※ メールで＿＿＿
送付願います。 ○※

恐れ入りますが、
体裁等の事前確認のため、
御提出いただく前に、
ファイルを送付願います。

提出方法（下記の２通りあります）
郵送・窓口▼ 電子申請▼

取組結果報告書の様式とファイル 作成方法は
各ページを参照ください 事前送付いただきたいファイル▼

３

２ 取組結果報告書の作成、提出の流れ

▲ファイルのダウンロードは下記からお願いいたします。
https://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/76-16-7-0-0-0-0-0-0-0.html

mailto:30suisin@city.kawasaki.jp
https://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/76-16-7-0-0-0-0-0-0-0.html


平成30 4 1 令和5 3 31 計画期間は、５年前に提出していただいた計画書の期間
（平成30年４月１日から令和５年３月３１日まで）
を記載してください。

取組結果報告書では、付表４を添付していただきます。

枠内は、通常の届出等と同様に、届出者や事業所名称等を
記載してください。
なお、代表者様の押印は不要です。

事前確認のため送付いただく段階では、空欄のままで結構です。
御提出の際は、郵送の場合は投函日を、
窓口提出や電子申請の場合は実際に手続いただく日を記載ください。

✓

４



この「第26号様式（付表４）の１ 取組状況」については、
エクセルファイル「報告用評価シート」を使用して作成できます。

※市の担当者に御連絡いただければ（30suisin@city.kawasaki.jp）、
５年前に提出された計画用評価シートのデータを反映済の
エクセルファイルをメールで送付させていただきます。

５

環境負荷低減行動計画に関する指針については、下記ＨＰを参照願います。
https://www.city.kawasaki.jp/300/cmsfiles/contents/0000046/46567/koudou_sisin.pdf

mailto:30suisin@city.kawasaki.jp
https://www.city.kawasaki.jp/300/cmsfiles/contents/0000046/46567/koudou_sisin.pdf


「第26号様式（付表４）の１ 取組状況」の作成
～エクセルファイル「報告用評価シート」の入力方法～

６

現状の達成状況の列(※)について、取組結果を入力してください
取り組んだ ＝２
取り組んだが、さらに取組が必要 ＝１、
取り組まなかった ＝０

(※)黒くなっているセルには入力不要です

取組結果の入力を、
「大気汚染」「水質汚濁の防止」「化学物質の安全管理」「自動車公害の防止」「地球温暖化の防止」
「省資源・省エネルギー対策」「オゾン層の保護」「廃棄物対策」「環境保全に係る組織体制」
それぞれのシートについて行ってください。

全てのシートに取組結果を入力いただくと、第26号様式（付表４）の１ 取組状況に相当する「付表４－１ 取組状況」のシートが完成します。

５年前に提出いただいた計画用評価シートのデータを入力します。

※市の担当者に御連絡いただければ（30suisin@city.kawasaki.jp）、
データ反映済のファイルをメールで送付させていただきます。

mailto:30suisin@city.kawasaki.jp


（ダミーです）
窒素酸化物等の排出総量を○年間で、現状より○％削減する

「達成状況」の列（枠内）に、達成状況の評価を記載してください。

「○」：達成した

「△」：目標に向けて計画に着手したが達成できなかった

「×」：計画に着手しなかった

「計画期間の行動目標」の列（点線枠内）は、
５年間に提出いただいた計画書の第26号様式（付表３）の行動目標書※の
記載事項をそのまま転記してください。

※市の担当者に御連絡いただければ（30suisin@city.kawasaki.jp）、
スキャンしたファイルをメールで送付させていただきます。

（ダミーです）
CODの排出負荷量を○年間で、現状より○％削減する

（ダミーです）
○年間で○○物質の使用量を○％削減する

（ダミーです）
○年間で○台の電気自動車を導入する

（ダミーです）
二酸化炭素の排出量を○年間で現状より○％削減する

（ダミーです）
水の使用量を○％削減する

（ダミーです）
オゾン層破壊物質の使用量を現状より○％削減する

（ダミーです）
廃棄物の発生を○％削減する

（ダミーです）
現在の環境保全体制を維持し、
公害の発生抑制について万全を期す

（例）
○

（例）
○
（例）
△
（例）
△

（例）
○
（例）
○
（例）
×

（例）
○
（例）
○

７

この「第26号様式（付表４）の２ 行動目標」は、
ワードファイル「計画書様式（報告用）.doc」により作成します。

mailto:30suisin@city.kawasaki.jp


ファイルの準備 作成 事前送付 提出

第26号様式 ○ 「計画書様式（計画用、付表２を除く）
.doc」 ９ページ ○ ○ ○

付表１ ○ 「計画書様式（計画用、付表２を除く）
.doc」 10ページ ○ ○ ○

付表２ ○ 「計画用評価シート.xlsx」
から作成 11,12,13,14ページ 「計画用評価シート」

.xlsxの添付※ ○ 「計画用評価シート」
.xlsxの添付※

付表３ ○ 「計画書様式（計画用、付表２を除く）
.doc」 15ページ ○ ○ ○

付表４
１取組状況

２行動目標

その他 ○ 「計画用評価シート.xlsx」※ 12,13,14ページ ○※ メールで＿＿＿
送付願います。 ○※

提出方法（下記の２通りあります）
郵送・窓口▼ 電子申請▼

取組結果報告書の様式とファイル 作成方法は
各ページを参照ください 事前送付いただきたいファイル▼

８

３ 計画書の作成、提出の流れ

▲ファイルのダウンロードは下記からお願いいたします。
https://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/76-16-7-0-0-0-0-0-0-0.html

恐れ入りますが、
体裁等の事前確認のため、
御提出いただく前に、
ファイルを送付願います。

https://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/76-16-7-0-0-0-0-0-0-0.html


令和5 4 1 令和10 3 31 計画期間は、基本５年間です。
原則として令和５年４月１日から令和10年３月３１日までしてください。

✓

計画書では、付表１、付表２、付表３を添付していただきます。

枠内は、通常の届出等と同様に、届出者や事業所名称等を
記載してください。
なお、代表者様の押印は不要です。

事前確認のため送付いただく段階では、空欄のままで結構です。
御提出の際は、郵送の場合は投函日を、
窓口提出や電子申請の場合は実際に手続いただく日を記載ください。

✓

✓

９



書ききれない場合には別図を添付してください。

｢計画用評価シート｣を入力後、
第26号様式（付表2）の指数の欄をそのまま転記してください。

枠内の各事項について記載ください。

10



この第26号様式（付表２）については、
エクセルファイル「計画用評価シート」を使用して作成します。

11

環境負荷低減行動計画に関する指針については、下記ＨＰを参照願います。
https://www.city.kawasaki.jp/300/cmsfiles/contents/0000046/46567/koudou_sisin.pdf

https://www.city.kawasaki.jp/300/cmsfiles/contents/0000046/46567/koudou_sisin.pdf


「第26号様式（付表２）」の作成
～エクセルファイル「計画用評価シート」の入力方法～

12

各配慮項目について入力ください

①関連の有無
貴事業所の活動との関連について入力ください

関連あり ＝１
関連なし ＝０（→②～④の入力は不要です）

②現在の取り組み状況
既に取り組んでいる ＝２
取り組んでいるが、さらに取組が必要 ＝１
取り組んでいない ＝０

③環境の保全の重要度
環境の保全等に大きな効果があるもの ＝３

中程度の効果があるもの ＝２
若干の効果があるもの ＝１

⑤５年先までの実施予定項目
取り組む予定がある ＝２
取り組む予定であるが、さらに取組が必要 ＝１
取り組む予定ない ＝０

入力作業を、
「大気汚染」「水質汚濁の防止」「化学物質の安全管理」「自動車公害の防止」「地球温暖化の防止」
「省資源・省エネルギー対策」「オゾン層の保護」「廃棄物対策」「環境保全に係る組織体制」
それぞれのシートについて行ってください。

全てのシートに取組予定等を入力いただくと、第26号様式（付表２）に相当する「付表２」のシートが完成します。

貴事業所で独自に取り組んでいる配慮事例があれば、追加して記入し、同様に①～④まで入力してください。
（次のページに追加項目の事例を紹介します。）



「第26号様式（付表２）」におけるその他追加項目事例 その１

13

１大気汚染の防止
⑴タンクベント等には、悪臭の発生を抑制するための装置を設置している。
⑵印刷物に使用するインクには、ソイインク（大豆油インク）など、大気汚染原因となるＶＯＣ削減を目的として開発されたものを使用している。
⑶製造工程において、可能な限り低VOC塗料を率先使用するとともに、同作業を委託する場合には、委託先に低VOC塗料を率先使用させるように努めている。

２水質汚濁の防止
⑴雨水と汚水とを分離して排水処理を行っている。
⑵間接冷却水等は循環使用し、水の使用量の削減に取り組んでいる。
⑶有害物質を含む排水タンク、パイプライン等を地下に設置する際には、防水加工したピットの中を通し、地下タンクは二重構造とするなど、
事故時の地下汚染を防止できるような措置を講じている。

３化学物質の適正管理
⑴排出量管理においては量の把握にとどまらず、排出量削減計画を作成し、これに基づく排出量の削減に取り組んでいる。
⑵有害物質のタンク、パイプ等の保守・点検を定期的に行っている。
⑶化学物質の取扱いについて定めたマニュアルや規定等を作成し、適正管理に努めている。
⑷自社の化学物質の管理状況について、ホームページ等により情報提供を行っている。

４自動車公害の防止
⑴高速湾岸線などの生活環境に影響の少ない道路を積極的に利用するよう運送事業者へ働きかけている。
⑵エコドライブの効果を理解し、実施するよう運送事業者へ働きかけている。
⑶グリーン経営認証やＩＳＯ１４００１などを取得するよう運送事業者へ働きかけている。
⑷物流担当と環境担当などの部門間で、環境に関する情報を共有し、連携・協力して物流の環境対策を推進している。

５地球温暖化の防止
⑴境界塀、建物周辺、建物屋上など、敷地内の緑化に取り組んでいる。
⑵工事中においても、積極的に樹木の保護を行っている。



「第26号様式（付表２）」におけるその他追加項目事例 その２

14

６省資源・省エネルギー対策
⑴間伐材、未利用資源等を利用した製品を積極的に購入、使用している。
⑵修理や部品交換が可能で、部品の再使用、素材の再利用が容易な設計の製品を優先的に購入、使用している。
⑶トイレに「水流し音発生器」を取り付ける等、トイレ用水を節約している。
⑷高温の機器は空気余熱や保温を行う等、放熱による熱損失の低減を図っている。
⑸エコマーク及び自ら制定したマークや宣言を製品やパンフレット等に表示している。
⑹消費者等に環境保全型商品に関する情報を積極的に提供している。
⑺製品は、長期使用が可能となるよう、性能または機能を拡張できる構造を有している。
⑻空調・冷却設備の保守・点検を定期的に行っている。
⑼日射の室内への導入、床や壁面の蓄熱、通風の活用等、自然エネルギーを有効に利用している。
⑽空調適温化（冷房２８度程度、暖房２０度程度）を徹底している。

７廃棄物対策
⑴使用済みの自社製品や消耗品を回収する仕組み（回収ボックスの設置等）が整えられている。
⑵製造過程で発生する副産物の自社利用を行っている。
⑶定期的なメンテナンス等設備機器の予防保全を行い、長期使用が可能となるよう配慮している。
⑷撤去した設備、部品等はいったん保管し、随時リユースしている。
⑸廃食用油がリサイクルできる仕組みとなっている。
⑹廃棄物管理組織・体制等を整備し、定期的に見直ししている。

８環境の保全に係る組織体制の整備
⑴調達品（製品用部品、材料、ソフトウェア、設備、工事、保守など）は、環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）が構築された取引先からの
調達比率を高めるよう取り組んでいる。

⑵環境方針を構内に掲示するなどして、職員や関係者に対して周知している。
⑶環境コミュニケーションの結果等を記録する仕組みが整えられている。
⑷有害物質等について、環境リスクアセスメントをはじめとしたリスク管理を行い、未然防止と発生時の環境影響の拡大防止に取り組んでいる。
⑸製品の使用時や廃棄時の環境負荷の量をカタログ等に表示している。
⑹販売の際に、環境保全型製品の表示、製品アセスメントの結果の表示等を行っている。
⑺環境に関連する表彰制度を実施している。
⑻顧客のための環境情報提供システム（パソコン通信等による）が整えられている。
⑼環境に関する調査、研究、技術及び商品の開発について、自己又は研究機関等に委託して積極的に行い、その成果を公表している。
⑽企業活動のうち環境保全に係るコストとその効果を定量的に把握し、企業活動の指針として活用するために環境会計制度を導入している。
⑾地域の自然環境との調和に配慮し、生態系や景観の保全に取り組んでいる。



（ダミーです）
生産量（使用熱量、出荷額等）当たりの負荷の削減率（1年に○％）
窒素酸化物等の排出総量を○年間で、現状より○％削減する

環境への負荷の現状ならびに環境保全に向けた方針および具体的な取組を基に、
各事項ごとの行動目標を記載してください。

行動目標の設定にあたっては、継続的な改善を視野に、
目標自体が合理的で、実現可能であることに留意してください。

また、可能な範囲で定量的な目標（低減率、管理目標値等）を設定してください。

（ダミーです）
生産量、出荷額等当たりの負荷の削減率（1年に○％）
化学的酸素要求量の排出負荷量を○年間で，現状より○％削減する

（ダミーです）
生産量（出荷額）当たりの○○物質の使用量の削減率
○年間で○○物質の使用量を○％削減する

（ダミーです）
自動車から窒素酸化物（粒子状物質）の排出量を現状より○％削減
○年間で○台の電気自動車（ＣＮＧ車、ハイブリッド車等）を導入する

（ダミーです）
二酸化炭素（メタン、一酸化二窒素）の排出量を○年間で現状より
○％削減

（ダミーです）
水（電気）の使用量の削減（節約）率
生産量（出荷額）当たりの原材料（使用熱量）の削減率
エネルギー効率（発電効率）を現状より○％向上

（ダミーです）
オゾン層破壊物質の使用量を現状より○％削減する
○％のオゾン層破壊物質を回収・処理

（ダミーです）
廃棄物の発生を○％削減する
廃棄物の再利用率、リサイクル率○％

（ダミーです）
環境の保全のための方針、目標及び計画の策定
環境の保全のための役割、責任及び権限に係る組織体制の明確化
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